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改定前 改定後 

１．適用 

この電気需給約款（以下「本約款」といいます。）は、広島ガス株

式会社（以下「当社」といいます。）が中国電力ネットワーク株式会

社（以下「一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約

款（以下「託送約款」といいます。）に基づき、低圧で電気を供給す

るときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。 

 

１．適用 

この電気需給約款（以下「本約款」といいます。）は、広島ガス株

式会社（以下「当社」といいます。）が中国電力ネットワーク株式会

社（以下「一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約

款（以下「託送約款」といいます。）に基づき、14（契約種別）の契

約種別により低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条

件を定めたものです。 

 

２．本約款の変更 

（１）当社は、本約款に関して、託送約款が改定された場合や関係

法令・条例・規則等の改正により本約款を変更する必要が生じ

た場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更

することがあります。この場合には、料金その他の供給条件は、

変更後の約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場

合には、あらかじめ変更後の約款およびその効力発生日を当社

のホームページに掲載する方法等により、お知らせいたしま

す。 

 

２．本約款の変更 

（１）当社は、本約款に関して、託送約款が改定された場合や関係法

令・条例・規則等の改正により本約款を変更する必要が生じた場

合、経済情勢や電気調達費用等の変動により当社が料金改定を必

要と判断した場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約

款を変更することがあります。この場合には、料金その他の供給

条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、本約款を変更

する場合には、あらかじめ変更後の約款およびその効力発生日を

当社のホームページに掲載する方法等により、お知らせいたしま

す。 

 

電気需給約款 新旧対照表 

（下線部が変更・追加した箇所です） 
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改定前 改定後 

９．需要場所 

（１）当社は、原則として、１構内をなすものは１構内を１需要場

所とし、これによりがたい場合には、①および②によります。

なお、１構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ

公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内

の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 

① 当社は、１建物をなすものは１建物を１需要場所とし、これ

によりがたい場合には、②によります。なお、１建物をなすも

のとは、独立した１建物をいいます。ただし、複数の建物であ

っても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、

各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一

体性を有していると認められる場合は、１建物をなすものとみ

なします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外

電灯は、建物と同一の需要場所といたします。 

② 構内または建物の特殊な場合には、次によります。 

（イ）居住用の建物の場合 

    １建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれ

にも該当するときは、各部分をそれぞれ１需要場所とするこ

とができます。この場合には、共用する部分を原則として１

需要場所といたします。 

ａ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分され 

ていること 

９．需要場所 

需要場所は、託送約款に定めるところによるものといたします。 
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改定前 改定後 

ｂ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されてい 

ること 

ｃ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設

備等）を有すること 

（ロ）居住用以外の建物の場合 

    １建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間

が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がな

いときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれ

ぞれ１需要場所とすることができます。この場合には、共用

する部分を原則として１需要場所といたします。 

（ハ）居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 

    １建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、

（ロ）に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗

からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定

的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分

に限り（イ）に準ずるものといたします。 

（２）（１）に関わらず、一般送配電事業者が 1 需要場所と定める

場合は、当社においても同様の取扱いといたします。 

 

１９．検針日 

（２）一般送配電事業者は、やむを得ない事情のある場合には、（１）

にかかわらず、あらかじめ定めた日以外の日に検針を行うこと

があります。また、各月ごとに検針を行わないことがあります。 

１９．検針日 

（２）一般送配電事業者は、やむを得ない事情のある場合には、（１）

にかかわらず、あらかじめ定めた日以外の日に検針を行うことが

あります。また、各月ごとに検針を行わないことがあります。検
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改定前 改定後 

 針を行わない月については、託送約款に定められた日に検針を行

ったものとみなします。 

 

２１．電気の計量 

使用電力量の計量は一般送配電事業者が行い、その結果が当社に

通知されます。 

 

 

２１．電気の計量 

（１）使用電力量の計量は一般送配電事業者が行い、その結果が当社

に通知されます。 

（２）30 分ごとに計量することができない計量器（以下「記録型計量器

以外の計量器」といいます。）で計量する場合、 1 月のうち記録型計

量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期間」といいます。）に

おける 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用

電力量を移行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分

して得られる値といたします。 

（３）計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合、使用電力量は、託送約款に基づき当社と一般送配電事業者との協

議によって定めた値とします。この場合、一般送配電事業者との協議

によって定めた使用電力量をお客さまにお知らせいたします。 

 

２５．料金の支払義務および支払期限日 

（２）支払期限日は、支払方法により異なり、料金のお知らせにあ

わせてお知らせいたします。 

 

 

２５．料金の支払義務および支払日 

（２）支払日は支払方法により次のとおりといたします。 

① 口座振替の方法でお支払いいただく場合、料金の口座振替日

は当社が指定した日とし、お客さまの口座から引き落とされた

日に支払いがなされたものといたします。なお、支払期限日は

当該当社が指定した日といたします。 
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改定前 改定後 

② クレジットカード払いの方法でお支払いいただく場合、クレ

ジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に支払

いがなされたものといたします。なお、支払期限日は当該立替

払い日といたします。 

③ 払込みの方法でお支払いいただく場合、コンビニエンスストア

にて払い込みいただいた日に支払いがなされたものといたしま

す。なお、支払期限日は払込書に記載された日といたします。 

 

３４．使用の制限もしくは中止 

 

 

３４．使用の制限もしくは中止 

④ その他非常変災の場合 

 

３５．損害賠償の免責 

 

３５．損害賠償の免責 

（５）当社は、お客さまの受けた損害について当社が賠償の責任を負

う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意ま

たは重過失がある場合を除き、お客さまの逸失利益を除く通常か

つ現実の相当因果関係が認められる限度の損害に限るものとい

たします。 

 

附  則 

 

１．本約款の実施期日 

本約款は 2023年 12月 1日から実施いたします。 

 

附  則 

 

１．本約款の実施期日 

本約款は 2025年 1月 1日から実施いたします。 
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改定前 改定後 

別  表 

 

１．ガス契約が必要な会社 

会 社 名 

広島ガス株式会社、 

当社が指定する広島ガスプロパングループの会社 

 

 

 

 

別  表 

 

１．ガス契約が必要な会社 

会 社 名 

広島ガス株式会社、広島ガスプロパン株式会社、広島ガス北

部販売株式会社、広島ガス西中国株式会社、広島ガス東部株

式会社、広島ガス可部販売株式会社、広島ガス呉販売株式会

社、広島ガス中央株式会社、広島ガス三原販売株式会社、広

島ガス東中国株式会社、広島ガス三次株式会社 
 


